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第１章 はじめに 

1. 国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺まちづくり計画策定の背景 

 国分寺街道は，国分寺駅の東側を通り府中駅と小平市域を南北に結ぶ幹線道路であり，国分

寺駅と府中駅，小平駅をつなぐ路線バスルートとしても重要な道路です。しかしながら，JR

中央線以南の国分寺街道は，幹線道路としては幅員が狭く歩道がない箇所が多いことから，

歩行者や自転車の通行が危険で早急な改善が求められています。 

 また，国分寺都市計画道路 3・4・11 号線（以下，「国３・４・11 号線」といいます。）

は，市の中心市街地における重要な南北軸となる道路で，国分寺街道に代わるものとなり，

南北道路の整備が大きな課題になっている市及び東京都において早急な整備が必要な路線

の１つです。 

 これらの課題を早期に改善するために，国３・４・11 号線の南町２丁目から府中市域の東

八道路までの区間を東京都と 28 市町で策定した都市計画道路の整備方針における優先整備

路線の１つとして位置付けました。 

 国３・４・11 号線の整備に伴い，国３・４・11 号線沿道と現在の国分寺街道沿道の周辺

地域における住環境・商業環境の大きな変化が予想されます。そこで，道路整備に先立ち，

基礎調査やアンケートの実施，市民参加の懇談会を重ね，目指すまちの将来像を示した「国

分寺都市計画道路３・４・11 号線周辺まちづくりの方向性」（以下，「まちづくりの方向

性」といいます。）を平成 26 年 12 月に決定しました。 

 この「まちづくりの方向性」で示す将来像を実現するための方策や取組を検討するため，国

分寺街道及び国３・４・11 号線周辺地域を国分寺市まちづくり条例に基づく「まちづくり

推進地区」に指定し，平成 29 年６月より，「国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺まちづ

くり協議会」（以下，「まちづくり協議会」といいます。）による国分寺街道及び国３・４・

11 号線周辺まちづくり計画（以下，「まちづくり計画」といいます。）の検討を開始しま

した。 
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図１-1 まちづくり計画策定に向けたこれまでの取組 
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2. まちづくり計画とは 

1） まちづくり計画の位置付け 

 まちづくり計画は，「まちづくりの方向性」を踏まえてまちの将来像や土地利用等について

の実現化方策として，具体的な取組やその進め方を示したものです。このまちづくり計画を

もとに，市民と市が連携して国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺地域の土地利用やにぎ

わい創出などのまちづくりに取組んでいきます。 

 まちづくり計画は，まちづくり条例に基づく手続きを経て決定することにより，市のまちづ

くり基本計画の一つに位置づけられます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【国分寺市まちづくり条例（抜粋）】 

第 2 章 まちづくり基本計画等 

(まちづくり基本計画) 

第 7 条 市長は，基本理念にのっとり，次に掲げる計画等を国分寺市まちづくり基本計画(以下「まちづくり基

本計画」という。)として，国分寺市のまちづくりの基本にしなければならない。 

(1) 基本構想 

(2) 法第 18 条の 2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)第 1 項の規定により定められた国分寺市都市計

画マスタープラン 

(3) 国分寺市環境基本計画 

(4) 都市緑地法第 4 条第 1 項の規定により定められた国分寺市緑の基本計画 

(5) 第 4 章の規定により定められたまちづくり計画 

(6) 法第 12 条の 4(地区計画等)の規定により定められた地区計画等 

(7) 建築基準法第 69 条(建築協定の目的)の規定により定められた建築協定 

(8) その他国分寺市のまちづくりの基本となる計画で，あらかじめ，第 10 条の規定により設置された国分寺

市まちづくり市民会議の意見を聴いて市長が指定したもの 
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2） まちづくり推進地区の範囲 

 国分寺街道（及び国３・４・11 号線）の南町二丁

目交差点から府中市境までの区間において，国 3･

4･11 号線の計画線 50ｍの範囲＋国分寺街道（国

3･4･11 号線交差部～府中市境）沿道約 50ｍの範

囲とします。なお，50ｍラインにまたがる場合は，

当該敷地を含めた範囲を基本としています。 

 

 まちづくり推進地区の概要 

指定区域：南町二丁目・三丁目， 

東元町二丁目・三丁目・四丁目 地内 

区  域：南北約 1.2km 

区域面積：約 19.6ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国分寺都市計画道路３・４・11 号線の概要 

国３・４・11 号線は，昭和 40 年 4 月 13 日に都

市計画決定した計画幅員 16ｍの都市計画道路で

す。 

事業効果として，交通渋滞の緩和，安全で快適な

道路空間の確保，防災機能の向上が期待されてい

ます。 

 

 

  

約 1.2ｋｍ 

図 1-3 まちづくり推進地区の指定範囲 
 

国分寺都市計画道路 3・4・11 号線及び 
府中都市計画道路３・４・21 号線 
事業概要及び測量説明会 資料抜粋 
（東京都北多摩北部建設事務所 

平成 28 年２月実施） 

 

  
図 1-2 位置図 

図 1-4 道路断面のイメージ図 
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3. まちづくり計画策定の検討体制 

1） まちづくり協議会の設置 

 まちづくり計画の策定にあたっては，公募市民・自治会等・商店会・専門家・行政等で作る

まちづくり協議会にて検討を行いました。その検討内容について，まちづくりニュースやホ

ームページ等を通じて情報提供を行うとともに，地域の皆さんと意見交換を行うための懇談

会も適宜開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

懇談会（ワークショップ） 

 

 

まちづくり協議会 
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4. まちづくり協議会の検討プロセス 

1） 検討プロセス 

 まちづくり協議会では，「まちづくりの方向性」の３つのエリアごとの将来像を基本とし，

将来像実現のための「まちづくり方針」について下記のプロセスで検討を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

  

駅近であるメリットを活かした 

住商両立のまちづくり 

 

 

歩いて身近なショッピングと 

にぎわいが楽しめるまちづくり 

 

 

史跡と調和し，緑のある， 

安全・安心で住みやすい 

住宅環境のまちづくり 

 

 

エリアごとの 
まちづくり方針 

〈検討テーマ〉土地利用 緑・景観 

安心・安全 その他良好なまちづくり 
 

エリアごとの 
まちづくり方針 

〈検討テーマ〉土地利用 緑・景観 

安心・安全 その他良好なまちづくり 
 

エリアごとの 
まちづくり方針 

〈検討テーマ〉土地利用 緑・景観 

安心・安全 その他良好なまちづくり 

国分寺街道・国 3･4･11 号線 

重複区間エリア 
国 3･4･11 号線新設区間エリア 国分寺街道区間エリア 

実現化方策等の検討 
【第５章】 

国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺まちづくり計画（案） 

推進地区全体で
方針の調整 

まちづくり協議会 
 

エリアごとに将来像実現のための「まちづくり方針」について検討 

 

検討テーマごとの 
まちづくり方針 
土地利用 緑・景観 

安心・安全 その他良好なまちづくり 

【第４章】 

にぎわいの創出について検討 
【第４章】 

 
 

まちづくりの方向性 
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2） 検討の流れ 

 

 

 

 

中間報告 

検討開始 国 3･4･11 号線新設区間エリアの検討 
国分寺街道・国 3･4･11 号線 

重複区間エリアの検討 
国分寺街道区間エリアの検討 

【第１回まちづくり協議会】 

《平成 29 年６月 21 日（水） 

国分寺Ｌホール》 

これまでの取組，協議会の進め方，地区

の上位計画・現況等の確認を行い，意見

交換を行いました。 

これまでの取組では，「国 3･4･11 号線

周辺まちづくりの方向性の策定」「まち

づくり推進地区の指定」までの経緯を報

告しました。 

【第 2 回懇談会】 

《平成 29 年 12 月 17 日（日） もとまち公民館》 

〈テーマ〉国分寺街道周辺の望ましいまちなみを考える（土地利用ほか） 

（国分寺街道区間エリアと国分寺街道・国 3・4・11 号線重複区間エリア） 

生活道路として生まれ変わる国分寺街道のみちづくりと，２つの区間エリアのまちづく

りについて，土地利用等検討テーマに沿って，ご意見を伺いました。 

【第２回まちづくり協議会】 

《平成 29 年８月 23 日（水） 国分寺Ｌホール》 

第 1 回懇談会での意見などを参考にして，「国 3･

4･11 号線新設区間エリアのまちづくり」をテー

マに，グループ検討を行いました。 

 

【第５回まちづくり協議会】 

《平成 30 年２月 14 日（水） 国分寺Ｌホール》 

これまでの懇談会，協議会での意見，検討を踏まえ，「国分寺街

道区間エリア」と「国分寺街道・国 3･4･11 号線重複区間エリ

ア」のまちづくり方針をまとめました。 

 

【第１回懇談会】 

《平成 29 年７月 29 日（土） もとまち公民館》 

〈テーマ〉国 3･4･11 号線新設区間周辺の望まし

いまちなみを考える（土地利用ほか） 

「国 3･4･11 号線新設区間エリアのまちづくり」

について，土地利用等検討テーマに沿って，ご意

見を伺いました。 

にぎわいの創出 実現化の方策 まちづくり計画（案）策定に向けて 

【第３回懇談会】 

《平成 30 年４月 13 日（金）  

リオンホール》 

平成 29 年度に協議会

で検討してきた，まち

の将来像を実現するた

めの「まちづくり方針」

について市民に報告

し，ご意見を伺いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４回懇談会】 

《平成 30 年６月 17 日（日）カフェといろいろびより》 

〈テーマ〉国分寺街道のにぎわいの創出 

国分寺街道にふさわしいにぎわいについて意見交

換を行い，魅力となる地域資源とにぎわい創出の

ための取組についてご意見を伺いました。 

【第６回まちづくり協議会】 

《平成 30 年７月 11 日（水） リオンホール》 

第４回懇談会の意見を参考に「国分寺街道にふさ

わしいにぎわい」と「にぎわいを創出するための

取組」をテーマに，グループ検討を行いました。 

【第７回まちづくり協議会】 

《平成 30 年８月 28 日（火） リオンホール》 

これまでの懇談会，協議会での意見，検討を踏ま

え，国分寺街道周辺エリアのにぎわいの創出のた

めの取組をまとめました。また，推進地区全体で

まちづくり方針の調整・検討を行いました。 

 

【第５回懇談会】 

《平成 30 年 10 月５日（金）  

cocobunji プラザ セミナルーム》 

〈テーマ〉国分寺街道周辺 ﾄﾘｯﾌﾟﾏｯﾌﾟをつくろう 

第７回協議会で取りまとめた，にぎわい創出のた

めの取組のうちの一つである「散策コースの検討」

の実践を行いました。 

【第８回まちづくり協議会】 

《平成 30 年 11 月 14 日（水） リオンホール》 

まちづくり方針で示した将来像の実現のための具

体的な取組について，実施主体や実施時期などの

検討を行いました。 

 

【第９回まちづくり協議会】 

《平成 30 年 12 月 19 日（水） リオンホール》 

まちづくり方針の実施主体や実施時期等，実現化

の方策をまとめました。また，後背地のまちづく

りや地区内の基盤整備について検討しました。 

 

【第 10 回まちづくり協議会】（予定） 

《平成 31 年２月 13 日（水） リオンホール》 

これまでの懇談会，協議会での意見，検

討を踏まえ，まちづくり計画（素案）の

検討を行いました。 

 

【第 11 回まちづくり協議会】（予定） 

《平成 31 年３月 27 日（水） リオンホール》 

これまでの懇談会，協議会での意見，検

討を踏まえ，まちづくり計画（案）をま

とめました。 

 

平成29 年度 

平成30 年度 
国
分
寺
街
道
及
び
国
３
・
４
・  
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【第４回まちづくり協議会】 

《平成 30 年１月 17 日（水） 国分寺Ｌホール》 

第 2 回懇談会での意見などを参考にして，「国分寺街道の「みち」づくり」「国分寺街

道区間エリアの望ましい「まち」づくり」「国分寺街道・国 3･4･11 号線重複区間エリ

アの望ましい「まち」づくり」をテーマに，グループ検討を行いました。 

【第３回まちづくり協議会】 

《平成 29 年 11 月 15 日（水） 国分寺Ｌホール》 

これまでの懇談会，協議会での意見，検討を踏ま

え，「国 3･4･11 号線新設区間エリア」のまちづく

り方針をまとめました。 

 

平成 30 年度へ 
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第２章 

地区の現況 
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第２章 地区の現況 

1. 地区の成り立ち 

 国分寺街道周辺の地区の成り立ちについては，延宝 6 年(1678 年)前後に作成されたと推定

される「国分寺古絵図」に国分寺街道が描かれています。当時国分寺市域には，国分寺村と

恋ケ窪村の 2 村だけ村があり，他は人の住まない未開発地でした。古絵図には，国分寺街道

(図中「鎌倉より清戸之海道」と記載)に一里塚も描かれており，国分寺村の中心部が一里塚

を取り巻く一帯にあったと推察されます。なお，この古絵図では，元町通り(図中「江戸海

道」と記載)周辺の住戸のそれぞれの先祖屋敷が国分寺街道の南寄りに集まって描かれてお

り，もともと国分寺街道に面して立ち並んでいた住戸が国分寺街道の西側に移転し，発展し

ていった様子がうかがえます。 

 また，明治 22 年に甲武鉄道（現 JR 中央線）が開通すると府中町は，東京との結びつきを強

めるため，国分寺村と協議し，府中～国分寺駅間の国分寺街道を 4 メートルから 7 メートル

に拡幅し，乗合馬車を通しました。その後，大正 2 年(1913 年)に府中・国分寺間に東京で

のバス営業第 1 号として運用を開始しました。 

 

 

  

出典：国史跡追加指定記念 古代道路を掘る―東山道武蔵路の調査成果と保存活用― 

（平成 29 年３月作成）を一部改変 
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2. 地区の概況 

 国分寺街道沿道に店舗，事務所等が立地していますが，歩行空間や自転車の走行空間が狭く

非常に危険です。 

 新設の国３･４･11 号線の計画地周辺は住宅地で，付近には農地も残っていますが，道が狭

く，低層建物が建て込んでいます。 

 

  

④歩行空間が狭い 

①南町二丁目交差点 

③一里塚第二交差点 

②住商併用建物が建ち並ぶ 

⑤元町用水 

⑧農地 
 

⑦国３・４・11 号線道路計画地 

⑥国３・４・11 号線新設区間付近 
 

② 

③ 

①  

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑥ 

東元町２丁目 

東元町４丁目 

東元町３丁目 

南町２丁目 

南町３丁目 

●国分寺第一小学校 

●もとまち公民館 

もとまち図書館 
●もとまち児童館 

●もとまち保育園 

 
国

3・
4・

2
号
線
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3. 人口の推移と高齢化率 

 国分寺市の総人口は，増加傾向です。推進地区周辺においては，駅寄りの南町二丁目・三丁

目は増加率が高い一方，駅から離れた東元町地区は横ばいの状況です。 

 年齢 3 区分別人口構成比の推移では，全体的に老年人口が増え，生産年齢人口及び年少人

口が減少する傾向ですが，南町二丁目・三丁目の生産年齢人口は市全体と比較して多く

70％を超えています。一方で，市全体と東元町地区は，ほぼ同じように老年人口の割合が

増加しています。東元町三丁目・四丁目は老年人口がそれぞれ 23.7％・27.5％と高齢化※

しています。 

※総人口に対して 65 歳以上の高齢者（老年人口）が占める割合が 21％を超えた社会を超高齢社会であると世

界保健機構が定義しています。 

  

図 2-1 総人口の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-２ 年齢 3 区分別人口構成比の推移 

 

 

 

 

図２-3 町丁目別年齢 3 区分別人口構成比（H30） 

～ 

東元町二丁目 

東元町四丁目 

南町二丁目 

東元町三丁目 

南町三丁目 

～ 

10.8%

61.7%

27.5%

東元町四丁目

～ 

6.6%

74.3%

19.1%

南町三丁目

10.5%

69.9%

19.6%

東元町二丁目

8.9%

67.4%

23.7%

東元町三丁目

 

13.9

12.7

12.3

12.4

12.2

12.2

75.6

73.8

71.6

69.3

67.6

65.8

10.5

13.5

16.1

18.3

20.2

22.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ 5

Ｈ 10

Ｈ 15

Ｈ 20

Ｈ 25

Ｈ 30

（ 市全体）

年少人口割合（ 0-14歳） 生産年齢人口割合（ 15-64歳） 老年人口割合（ 65歳以上）

11.4

10.0

8.1

8.0

8.1

8.6

77.1

76.0

75.2

72.8

71.5

70.1

11.5

14.0

16.7

19.2

20.4

21.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ 5

Ｈ 10

Ｈ 15

Ｈ 20

Ｈ 25

Ｈ 30

（ 推進地区）

年少人口割合（ 0-14歳） 生産年齢人口割合（ 15-64歳） 老年人口割合（ 65歳以上）

8.0%

71.6%

20.4%

南町二丁目

出典：住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 
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4. 土地利用及び建物の状況 

1） 土地利用 

 国３・４・11 号線沿道は，低層住宅のための良好な住環境を保護する第一種低層住居専用地域です。国分寺街道沿道は近隣の

住民が日用品の買物をする商業店舗等やその他の業務の利便を増進するため，近隣商業地域に指定しています。 

 国分寺街道沿道は，近隣商業地域に指定していますが，空き店舗が散見され商店から専用住宅への転換も目立ちます。 

 推進地区内の土地利用は，住宅系（独立住宅，集合住宅等）が 60％を占めています。また，野川以南には，農地（畑，樹園地）

や屋敷林も存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 建物の状況 

 国分寺街道沿道は，３～４階建て以上の建物が多く分布しており，国分

寺駅に近い地域の方が，階数の高い建物が多い傾向にあります。沿道以

外の周辺地域は，第一種低層住居専用地域であることから，建物の多く

は２階建て程度です。  

 

 

 

  
用途地域 

○駅に近い地域は，野川以

南に比べ 5～8 階建て以

上の建物が多く分布して

おり，推進地区内では比

較的高度利用されてい

る。 

○野川以南は，３～４

階の中層建築物が

多い。 

出典：平成 24 年度土地利用現況調査を用いて作成 

建物階数 土地利用 

出典：平成 27年 国分寺市都市計画図を用いて作成 

出典：平成 24 年度土地利用現況調査を用いて作成 

○国分寺街道沿道は，

商業系専用の建物

よりも住商併用の

住宅系建物が多い。 

出典：平成 27 年 国分寺市都市計画図を用いて作成 

中層 

高層 

低層 

商
業
系 

住
宅
系 

図 2-4 用途地域図 図 2-5 土地利用図 図 2-6 建物階数図 
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5. 道路・交通の状況 

1） バス路線・交通量 

 国分寺街道は，１日当たりの自動車交通量が 9,000 台を超えています。これは，「東京にお

ける都市計画道路の整備方針」において，幹線道路として決定している都市計画道路のうち，

今後も必要な都市計画道路の評価基準である 6,000 台の 1.5 倍の交通量にあたります。 

 ＪＲ中央線以南の国分寺街道は，国分寺駅と府中駅を結ぶバス路線の運行ルートになってお

り，国分寺市域では，バス停留所にはバスベイ※を設けるスペースがなく交通渋滞の要因と

なっています。 
※バスベイとは，歩道に切り込みを入れてバスの停留所を設け，バスが停車するためのスペースです。後続車の

追越しを容易にさせることができます。 

 国分寺駅から東元町三丁目交差点までの区間は，地域バス（ぶんバス）東元町ルートが運行

するルートにもなっています。 

 

  

国分寺街道を通行する路線バス 

出典：平成 29 年度国分寺市主要交差点交通量調査報告書 

 

 

図 2-7 バス路線，自動車交通量 

寺 91 

寺 92 

ぶんバス 

東元町ルート 

寺 85 

寺 83 

 

東元町三丁目交差点  

自動車交通量（台/12h） 

9
,2

7
5
 

9
,0

2
2
 

2,098 

1,021 

一里塚第二交差点  

自動車交通量（台/12h） 

2
,2

6
5
 

6,514 

8
,5

7
5
 

南町二丁目交差点  

自動車交通量（台/12h） 

1
0
,6

8
6
 

6
,4

9
1
 

4,599 6,566 
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2） 道路幅員，歩道，道路状況 

 国分寺街道は，幅員が 7.5m～８ｍと路線バスルートである幹線道路としては狭く歩道も無

いため，歩行者や自転車の通行に非常に危険な状況となっています。 

 推進地区全体をみると，幹線道路以外は幅員が 4m 未満の道路が随所にあり，災害時の危険

性が懸念されます。また，歩道のない道路が多く見られます。 

 アンケート調査結果（平成 24 年 1 月実施）では，交通の課題に関する設問で，「歩道がな

い区間が多く，危険である」と「自転車が安全に通行できる空間がなく，危険である」とい

う回答が 9 割以上を占めています。 

  

○南町二丁目の国分寺街道東側

は高低差が大きく，国分寺街道

へのアクセスが階段の箇所も

ある。 

○道路幅員４ｍ未満

の狭あい道路が残

っている。 

図 2-8 道路幅員図 

国分寺街道（歩道のない区間） 

出典：国分寺市道路台帳（平成 24 年度時点）を用いて作成したものに一部修正を加えている 
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6. 緑，地域資源の分布 

 地区の西側には，都立殿ヶ谷戸庭園，武蔵国分寺跡を含む公園・緑地，国分寺崖線上のまと

まった樹林地，農地と屋敷林など，比較的緑豊かな地域が広がっています。まちづくり推進

地区は，国分寺駅と史跡エリアをつなぐ場所に位置しています。 

  

都立殿ヶ谷戸庭園 都立武蔵国分寺公園 

真姿の池湧水群 

史跡武蔵国分寺跡 

●都立武蔵国分寺公園 

●元町公園 

●東京経済大学 

●もとまち保育園 

●さわやかプラザもとまち 
●もとまち児童館 ●七重塔跡 

●プレイステーション 

●薬師児童遊園 
●武蔵国分寺僧房跡 

●国分寺薬師堂 

不動橋● 

 

●真福寺児童遊園 

東元町● 

ちびっこ公園   

●お鷹の道・真姿の池湧水群 
●武蔵国分寺跡資料館 

 おたかの道湧水園 
国分寺● 

●万葉植物園 

環境省選定名水百選に選ばれている「お

鷹の道・真姿の池湧水群」，国指定史跡

「武蔵国分寺跡」等，貴重な観光資源や

史跡が多く存在し，市を代表する観光ス

ポットとなっている。 

大正初期の庭園で，和洋折衷の回遊式林

泉庭園。岩崎彦弥太の別荘として造ら

れ，昭和 49 年に都が買収し，都立庭園

として開園した。国名勝，都名湧水 57

選。 

旧国鉄・鉄道学

園跡地につくら

れた，水と緑の

豊かな憩いの場

になっている。 

殿ヶ谷戸庭園 

殿ヶ谷戸庭園 

国
分
寺
街
道 
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7. 住民意向（平成 24 年アンケート調査） 

 平成 24 年 1 月に「国分寺都市計画道路３・４・11 号線周辺まちづくりに関するアンケート

調査」を実施しました。 

 調査結果では，国分寺街道の交通の課題に関する設問で，「歩道がない区間が多く，危険で

ある」「自転車が安全に通行できる空間がなく，危険である」と回答した人が９割以上に上

りました。また，まちなみの課題に関する設問で，「空き店舗が多く，にぎわいがない」と

「商業・サービス施設が少なく，買い物等が不便」という回答が過半数を占めています。 
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8. まちづくり計画の位置づけ及び上位関連計画 

1） まちづくり計画の位置づけ 

 ここでは，国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺地区のまちづくりを検討するにあたり，

検討の基本となる上位・関連計画における，本地区のまちづくり計画の位置づけを整理しま

す。 

 

図 2-9 計画体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国分寺市都市計画マスタープラン 

国分寺街道及び国 3・4・11号線周辺まちづくり計画 

 国分寺市環境基本計画 

国分寺市緑の基本計画 

国分寺都市計画道路３・４・11 号線周辺 

まちづくりの方向性 
国分寺市住宅マスタープラン 

整合 

国分寺市総合ビジョン 

都市づくりの 

グランドデザイン 

都市計画区域 

マスタープラン 

東京都 

景観計画 

東京における 

都市計画道路の 

整備方針 

国分寺市 東京都 

国分寺市まちづくり条例 

まちづくり基本計画 
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2） 上位関連計画 

国分寺市総合ビジョン（平成 29 年 3 月） （１）

 市が策定するすべての計画の基本となる総合計画で，平成 29 年度～36 年度の間に目指す将

来像（ビジョン）と進むべき方向を明らかにしたものです。 

 ビジョン実現のため，５つの分野別に都市像とその実行計画を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市都市計画マスタープラン（平成 28年 2 月） （２）

 都市計画法に基づき，概ね 20 年後の長期的な視点に立ったまちづくりのテーマや目標・方

針，更にはその実現に向けた方針を明らかにしたものです。 

 「全体構想」「分野別構想」「地域別構想」「実現のための方策」により構成しています。 

 

[分野別構想] ―4 つの分野別にまちづくり方針を示したもの― 
土地利用の方針 

 道路整備にあわせ，準防火地域等の指定などにより防火性の高い建築物の立地を誘導すると

ともに，武蔵国分寺跡と調和した魅力ある沿道環境を誘導します。 

 都市計画道路の整備との連携も考慮した上で，地域特性にあわせた沿道まちづくりを推進し

ます。 

 国分寺街道は歩行者が安心して歩くことができ，ショッピングが楽しめるまちを目指します。 

道路・交通体系の方針 

 幹線道路となる都市計画道路の整備を推進します。 

 国分寺街道と国３・４・11 号線をつなぐ国３・４・１号線（一部区間）を優先的に整備し

ます。 

 国３・４・11 号線等の都市計画道路の整備に伴う自動車交通の流れの変化にあわせ，国分

寺街道を歩行者主体のゆとりある歩いて楽しいみちとしていくなど，地域内の道路機能の転

換を図ります。 

緑・景観形成の方針 

 都市計画道路の整備にあわせた沿道への街路樹の設置等を検討します。 

「国３・４・11 号線周辺まちづくりの方向性」に示すまちの将

来像の実現に向け，安全・安心で住みやすい住宅環境の形成や，

安心して買い物が楽しめる空間の創出を図ります。 

 

国分寺街道及び国３・４・11 号線周辺地区における地域の特性をいかした，

まちづくり計画を策定します。これにより，良好な沿道環境の形成をはじめ，

災害に強いまちなみや沿道のにぎわい，安心して歩ける歩行空間の創出など

に寄与するまちづくりを推進します。 

 

くらし・環境分野   心安らぐ快適なまち 

事業

目標 

事業 

内容 

都市像 

実行計画 

国分寺街道及び 

国 3・4・11 号線周辺 
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安全・安心のまちづくりの方針 

 国３・４・11 号線等の道路整備による延焼遮断機能を向上させます。 

 まちの中での死角を無くすための地区計画による垣・柵の制限を検討します。 

 

[地域別構想]  ―各地域のまちづくり方針を示したもの― 

 南町・東元町・西元町・泉町地域の特性や課題を踏まえた上で当該地区の将来像として，「豊

富な地域資源を活かし，人々の交流と賑わいが生まれるまち」をテーマに掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実現のための方策] ―まちづくりを円滑に推進するための具体的な施策を示したもの― 

 国３・４・11 号線を都市の骨格となる「主要骨格軸」と位置づけ，中間年までに取り組む

主要施策のひとつとしています。 

 優先整備路線である国 3・4・11 号線の整備にあわせた周辺まちづくりの早期対応を図る。

国３・４・11 号線の整備にあわせた国分寺街道や道路沿道のまちづくりを進めることで，

住みやすい住宅環境の形成や安心してショッピングが楽しめる空間の創出といった，より良

いまち・環境づくりにつなげます。 

国分寺街道及び国 3・4・11 号線

周辺まちづくり推進地区 

図 2-10 地域のまちづくりの方針図 

 

国分寺街道及び国 3・4・11

号線周辺地区に特に関連す

る凡例 
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国分寺市緑の基本計画 2011（平成 23 年 3 月） （３）

 樹林地や草地などの緑地の保全，公園の整備・維持・管理，住宅地や商業地の緑化促進，公

共施設の緑化推進など，本市の緑全般についての緑の将来像を描くとともに，この実現に向

けた様々な取組を示し，市民，事業者等，市が一体となって協働で緑地の保全及び緑化を計

画的かつ効果的に推進していくための指針となるものです。 

 

緑と水のネットワーク 

 都市計画道路などの幹線道路は，高木と低木による街路樹の植栽，沿道空間の緑化により，

広がりのある緑やオープンスペースを確保し，市内をネットワークする緑や水辺を保全・整

備します。 

緑の重点地区 

 緑と水の将来像の実現に向けて，特に重点的に緑化の推進を図るべき７地区を「緑化重点地

区」と定めており，当該まちづくり推進地区は，そのうち５つの重点地区の対象範囲に含ま

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国分寺市緑の基本計画 2011（平成 23 年） 
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国分寺市環境基本計画（平成 26 年 3 月） （４）

 環境の保全，回復及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とし，

目標と施策の方向性を定め，環境行政の基本方針となるものです。 

緑と水が調和した潤いのあるまち 

 都市計画道路などの整備にあたっては，連続性のある新たな緑の創出を図り，沿道及び周辺

の緑，水辺とのネットワークの形成を図ります。 

 既存の住宅地では，防災面や景観面などから生垣造成を促進するため，「生垣造成補助金交

付制度」に基づき，その費用の一部を助成し，民有地の沿道緑化を図ります。 

 開発事業については，「国分寺市まちづくり条例」に基づき，開発区域内の緑化を指導し，

良質な緑の創出を促進します。 

 用水路の保全・活用を図ります。 

環境に配慮した良好な都市空間を形成するまち 

 交通渋滞の解消や防災機能の向上などを図るため，都市計画道路の整備や，道路の拡幅，交

差点改良，また，安全で快適な歩道のバリアフリー化・透水性舗装などの環境に配慮した道

路整備を進めます。 

 建築物の高さ基準，開発区域面積に応じた敷地内の緑化・空地，雨水浸透施設の設置など，

まちづくり条例による開発・建築の規制・誘導を進め，環境に配慮した良質な住環境を創出

します。 

 建築物の高さや意匠，緑化などのルールを定めた地区計画の策定や建築協定の締結など，地

域住民との協働による地域特性にあった景観まちづくりを進めます。 

 

国分寺市住宅マスタープラン（平成 29 年 3月） （５）

 本市の住宅政策を総合的に推進するための基本となる計画で，住宅・住環境の将来像を示す

とともに，それを実現させる方策を示したものです。 

誰もが住み続けたい・住みたい住まいづくり 

 良好な住環境の維持・向上を図っていくため，用途地域や地区計画等による敷地面積の最低

限度の導入を行います。 

災害や犯罪に強い安全安心の住まいづくり 

 「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）（平成 28 年３月）」に位置

付けられた優先整備路線の整備を推進し，安全で快適な道路ネットワークを構築し安全・安

心な住環境を形成します。 

 ブロック塀等撤去事業を推進します。 

環境負荷の軽減や良好な景観の形成に配慮した住まいづくり 

 敷地内緑化を推進し，国分寺の自然の成り立ちが継承・活用された住環境を形成します。  

 景観まちづくり指針※を活用し，市民全体への周知に向けて効果的な情報提供を検討し，魅

力ある景観に寄与する住宅・住環境を形成します。 

※本市の目指すべき景観像やその実現に向けた取組を定めたもの。 
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第３章 

まちの将来像 
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第３章 まちの将来像 

1. まちの将来像 「国分寺都市計画道路３・４・11 号線周辺まちづくりの方向性」（平成 26 年 12 月） 

 「まちづくりの方向性」は，住民意向アンケート調査を基に市民参加の懇談会でのご意見を

踏まえ，沿道や周辺地域のまちづくりを進めるために，この地域の目指す将来像を示したも

のです。 

 地域特性の違いから，推進地区内を３つのエリアに分け，【国分寺街道・国３・４・11号

線重複区間エリア】，【国３・４・11号線新設区間エリア】，【国分寺街道区間エリア】，

それぞれのエリアの将来像を示しました。 
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第４章 

まちづくり方針 
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第４章 まちづくり方針 

1. まちづくり方針の構成 

 まちづくり協議会では、将来像である「まちづくりの方向性」と現況とのかい離を課題とと

らえ，課題解決のための取組について意見交換し，検討を進めました。 

 「まちづくり方針」は，「まちづくりの方向性」で示す将来像を実現するための目標と目標

達成のための取組方針，取組方針を踏まえて実施する具体的な取組の３階層で構成してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  
 

 

 

土地利用 
まちづくり方針

P28 へ 

 

緑・景観 

まちづくり方針

P31 へ 

その他良好な 

まちづくり 

まちづくり方針 

P37 へ 

エリアごとのまちづくりの方向性 

重複区間エリア 

駅近である 

メリットを活かした 

住商両立のまちづくり 

 

国分寺街道区間エリア 

歩いて身近なショッピングと 

にぎわいが楽しめる 

まちづくり 

 

新設区間エリア 

史跡と調和し，緑のある， 

安全・安心で住みやすい 

住宅環境のまちづくり 

 

 

まちづくりのテーマ 

将来像の実現のために， 

テーマごとに目標と取組を定め， 

まちづくり方針に示す 

安全・安心 

まちづくり方針 

P34 へ 
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2. まちづくり方針 土地利用 

 

 

検討課題 

【重複区間】【国分寺街道区間】 

 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の立地を図る近隣商業地域に指定しています。し

かし近年は店舗から住宅への転換がみられるなど商業地としての活力の低下が懸念され

ます。更なるにぎわいを目指し，商業地としての魅力の向上を検討する必要があります。 

【新設区間】 

 幹線道路にふさわしい用途地域の検討が必要です。それによる土地利用の高度化により，

敷地の細分化や建てづまり等，高密度になることを防ぎ，ゆとりある良好な住環境を保全

するための検討が必要です。 

【沿道の後背地】 

 国分寺街道や国３・４・11 号線沿道の後背地については，沿道のまちづくりの方向性に

より地域の環境に影響を受けるため，目指すまちの方向性を検討する必要があります。 

 

 

 

 

協議会の意見 

【重複区間】 

 商業機能を維持するため，用途地域を変更する必要はない。 

 事務所などの業務系を誘導すれば，昼間人口が増え，人の流れができ，周辺の店舗が維持

できる。 

 低層階に商業系施設を誘導して，商業環境を維持したい。 

【新設区間】 

住宅  戸建住宅・中層マンションを主体にしたまちとすることが望ましい。 

公共公益施設  生活利便性向上のため，公共公益施設を立地できることが望ましい。 

店舗  利便性の向上，地域の活性化のために，日用品や食料品を供給する店舗や地

元の農産物を供給する施設を立地できることが望ましい。 

 国分寺街道沿いの既存店舗への影響や，交通渋滞・事故の可能性があるため，

一定規模以上の大規模店舗は立地を制限することが望ましい。 

 飲食店については，食事や飲酒を主目的にするものはできるが，風営法にか

かるような業態のものは規制することが望ましい。 

事務所  市の活性化につながるため，事務所は立地できることが望ましい。 

次ページに続く 
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工場 

倉庫 

 日用品を供給する小規模な作業所を併設する店舗を立地できることが望ま

しい。 

 物流施設・工場・倉庫等は大型車両の出入りの可能性があるため，既存宅地

の住環境に配慮し，立地を制限することが望ましい。 

宿泊施設 

遊戯施設 

風俗施設 

 これらが立地可能な国分寺駅周辺・国分寺街道沿道エリアとの役割分担やす

みわけに配慮し，住環境への悪影響が懸念されるなどの理由から，立地を制

限することが望ましい。 

 ミニ開発※１を防ぎ，ゆとりある住環境を守るためのルールがあったほうが良い。 

【国分寺街道区間】 

 商業機能を維持するため，用途地域を変更する必要はない。 

 物流系施設は，大型車両の交通が増加することから規制したい。 

 低層階に店舗を誘導することは望ましいが，強制するのは難しい。 

 買物や歩行のための空間を確保するためのルール作りは理想。商店街の活性化にも繋がる。

しかし，現状，マンション等も建っており実現は難しい。 

【沿道の後背地】 

 まちづくり推進地区の西側に隣接する，史跡武蔵国分寺跡周辺エリアまちづくりの『低層

住宅・小規模店舗調和ゾーン』に接する部分は，史跡を訪れる観光客を国分寺街道に導く

ためにも，まちづくりの方向性の連続性に一定の配慮が必要だ。 

 一方，上記の部分も現在の低層の静かな居住環境は守りたい。 

 国分寺街道沿道の後背地のうち，第一種低層住居専用地域の部分については，現在の静か

な住環境を維持したい。 

 

 

 

 

 
 ※１ミニ開発・・・個々の住宅の敷地規模を小さくして，低廉な住宅供給を行うこと。ミニ開発された住宅地は， 

空地が少なく道路も行き止まり状が多いなど，住環境は，概して悪く，防災面での問題も多い。 

  ※２沿道の後背地・・・路線式用途指定の外側の地域。 

    

まちづくり方針（土地利用）へ 

協議会の意見 続き 
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《ゆとりある歩行・買い物空間の創出》 

◯国分寺街道沿道にゆとりある空間を創出するため，建築

物の建替え時に，道路境界線から民地側に,公共性の高

い空地を誘導するなど，長期的なまちづくりを踏まえた

誘導策を講じます。 

◯安全な歩行空間として，また快適なショッピングや商店

街の活性化を図る空間づくりのため，店舗の店先や建替

え時に創出された空間などの有効活用に関するルール

づくりもあわせて検討します。 

国３・４・11 号線沿道は，中層の住宅を主体としつ

つ，幹線道路沿道の立地条件を活かして店舗や事務所

等の多様な土地利用を可能にし，それらが調和した良

好な住宅環境の形成を目指します。 

 
良好な住環境の保全と幹線道路沿道にふさわしい土

地利用のバランスに配慮した用途地域の変更を検討

します。 

《建物用途の誘導》 

○中層の住宅を主体とし，生活利便性向上のため，公共

公益施設や日用品・食料品を供給する店舗や地元の農

産物を供給する施設等が立地できる用途地域に変更

します。 

○史跡武蔵国分寺跡周辺エリアのまちづくりとの土地

利用の連続性に配慮します。 

 

中層の住宅が主体 

取組方針

と具体的

な取組 

土-② 

 

目標 

 

まちづくり方針（土地利用） 

取組方針

と具体的

な取組 

土-⑤ 

商と住の両立 
国分寺街道・国 3･4･11号線重複区間エリアの取組 

国 3･4･11 号線新設区間エリアの取組 

国分寺街道区間エリアの取組 

凡例 

取組方針

と具体的

な取組 

土-③ 

 

宅地の細分化を防ぎ，ゆとりある土地利用を維持し，

良好な住環境の形成を図ります。 

《敷地細分化防止》 

◯敷地面積の最低

限度についての

ルールを定め，宅

地の細分化を防

ぎます。 

 

住宅が主体の空間 
沿道の後背地の良好な住環境の維持 

 主として中層住宅に係る良好な住宅の環境を保護するために定める地域。
 スーパーマーケットや飲食店，病院，店舗が入ったビル等が建てられます。

《良好な住環境の維持》 

◯国分寺街道及び国 3・4・11 号線沿道の後背地は，現に

形成されている戸建て住宅を主体とした良好な住環境

を維持するとともに，個々の敷地内の緑化の推進と，農

地や屋敷林の保全により，緑豊かな魅力ある住環境の形

成を目指します。 

取組方針

と具体的

な取組 

土-⑥ 

この地図は，東京都知事の承認を受けて，東京都縮尺 2,500 分の１地形図

を利用して作成したものである。（承認番号）30都市基交著第 43号  

●主として中層住宅に係る良好

な住宅の環境を保護するため

に定める地域。 

●スーパーマーケットや飲食

店，病院，店舗が入ったビル

等が建てられます。 

国分寺駅至近である立地の優位性を活かし，事業所・

事務所などの機能を誘導し，多くの人々が行き交い，

集う，活気のある沿道のまちづくりを目指します。 

 
低層階には飲食・店舗等のにぎわいを創出し，中高層

階には駅至近の利便性の高い住宅を提供するなど，商

と住の両立を目指します。 

 

地域から愛される商店街 

商業空間の連続 

1818

90㎡

180㎡
90㎡

＜敷地面積の最低限度100㎡の場合＞

目標 

 

目標 

 

目標 

 

《建物用途の誘導》 

○国分寺街道沿道の用途地域は現行の「近隣商業地域」の

ままとし，日常生活に必要な店舗，さらには史跡を訪れ

る観光客の買い物需要に応える店舗等の立地を誘導し

ます。 

○商店街への立地が相応しくないと考えられる用途，業種

の立地を必要に応じて規制するルールを定め，地域住民

にとって身近な商店街の形成を目指します。 

○商店街のにぎわい創出と商店街らしいまちなみの形成

を図るため，沿道の建築物の 1 階部分または低層階に

店舗・事業所などの用途を誘導します。 

 

 

○日用品や食料品を供給する店舗や地元の農産物を供

給する施設は立地できることが望ましい。ことが望ま

しい。 

地域住民にとって身近な，より利便性の高い商店
街づくりを目指し，国分寺街道沿道に新たな店舗
等の立地を誘導します。 

商店街の維持・発展のために，歩行者中心のゆとりあ

る買い物空間の創造と店舗の集積を誘導し，地域から

愛される商店街を目指します。 

ゆとりある歩行空間や，買い物のために店先に人
が溜まれる空間の創出を誘導します。 

にぎわいや交流などの地域の活性化づくりに寄与す

る，低層階への商業・業務施設の誘導を図ります。 

《建物用途の誘導》 

○国分寺街道沿道の用途地域は現行の「近隣商業地域」の

ままとし，中高層の建築物の立地や，生活に必要な店舗

のほか若者を引き込むような各種の店舗・施設，業務系

施設等の立地を誘導します。 

○地域のにぎわい・交流を創出するため，沿道には比較的

高い建築物を誘導し，低層階または 1 階部分には，集

客力のある飲食店や業務系など，中高層には住宅等を誘

導します。 

取組方針

と具体的

な取組 

土-① 
取組方針

と具体的

な取組 

土-④ 

●近隣の住宅地の住民に対する日

用品の供給を行うことを主たる

内容とする商業等の業務の利便

性を推進するために定める地

域。 

●スーパーマーケット，娯楽施設，

事務所や店舗が入ったビル等が

建てられます。 
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3. まちづくり方針 緑・景観 

 

検討課題 緑 

【重複区間】 

 街路樹の緑に加え，緑化による潤いのあるまちなみづくりのための検討が必要です。 

【新設区間】 

 農地や樹林地等，緑が多く存在しています。それらの保全のための検討が必要です。 

 街路樹の緑に加え，緑化による潤いある住環境づくりための検討が必要です。 

【国分寺街道区間】 

 商業地のため緑の確保が困難ですが，潤いのあるまちなみづくりのため，緑化推進の検

討が必要です。 

検討課題 景観 

【重複区間】 

 商業地ですが，東京都景観計画における殿ヶ谷戸庭園の文化財庭園等景観形成特別地区

内に位置しており，庭園内からの眺望を保全し，落ち着いたまちなみ形成のための検討

が必要です。 

【新設区間】 

 史跡と調和した住宅地に相応しい落ち着いたまちなみ形成のための検討が必要です。 

【国分寺街道区間】 

 商業地として，にぎわいを楽しめるまちなみ形成のための検討が必要です。 

 

 

 

協議会の意見 緑 

【重複区間】 

 国３・４・11 号線の整備で街路樹を設置し，緑化してほしい。 

【新設区間】 

 生産緑地や屋敷林等今ある緑はできるだけ残したい。 

 民地内の道路側の緑は，見通しが悪くならないように中・低木にした方がいい。 

 生垣を誘導する等のルール化を検討し，なるべく緑化した方がいい。 

 国分寺ブランドとして「もみじ」を活用してはどうか。 次ページに続く 
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【国分寺街道区間】 

 商業地については，店先等道路側のスペースを活用して低木やプランター等で緑化する。 

 国分寺街道については，壁面緑化も検討してみてはどうか。 

協議会の意見 景観 

【重複区間】【国分寺街道区間】 

 商店街は，わかりやすいサインやバナー等の工夫が欲しい。 

 旧街道らしいまちなみをアピールする等，今ある個性を活かしていくのはどうか。 

【新設区間】 

 建物の色彩などは統一感があった方がいい。 

 派手な建物は規制したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり方針（緑・景観）へ 

協議会の意見 続き 
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秩序と統一感のあるまちなみ景観 

建築物等に関しては，史跡のまちにふさわしい落ち着いた色合

いのまちなみ景観の形成を図ります。 

 

民地内での緑化を促し,国３・４・11号線の街路樹と

の連続した緑の景観形成を図ります。 

 

ルールを定め，秩序と統一感のある良好なまちなみ景観形
成を図ります。 

《まちなみ景観の誘導》 

◯建築物や看板等の色彩については，原色を控える等のルールを定
め，良好なまちなみ景観形成を誘導します。 

〈住宅の景観づくりのルール〉 
・建築物の屋根や外壁は，原色を控え，落ち着いた色彩を用いる
よう誘導します。 

〈商業施設の景観づくりのルール〉 
・建築物の屋根や外壁は，原色を控え，落ち着いた色彩を用いる
よう誘導します。 

・建築物に付帯する屋外広告物は，派手な色彩を避け，その大き
さを最小限に抑えるよう誘導します。 

まちづくり方針（緑・景観） 

《緑化の誘導》 

◯開発や建築物の建替えにあわせて，民地内の緑化促進を

誘導します。 

〈住宅の緑化のルール〉 

・生垣や庭木の植樹により，道路に面するところに緑豊

かなまちなみ景観の創出を誘導します。 

〈商業施設の緑化のルール〉 

・小規模な商業店舗は，店先や外構などの道路に面する

ところに，植栽等により，うるおいの感じられる景観

の形成を誘導します。 

 

建築物等に関しては，国分寺街道の歴史と文化を感じる親しみ

やすいまちなみ景観の形成を図ります。 

 現在の味わいある商店街の雰囲気を活かした親しみやす
いまちなみ景観形成を図ります。 

《まちなみ景観の誘導》 

○沿道のデザインコンセプトを検討し，統一感のある親しみやすい

まちなみの形成を誘導します。 

○おもてなしの心を感じさせる店先づくり（看板や建築物外装）の

ルール作りを誘導します。 

○建築物に付帯する屋外広告物は，掲出の方法や大きさを揃えるよ

うなルール作りを誘導します。 

民地内での緑化を促し,国３・４・11号線の街路樹と

の連続した緑の景観形成を図ります。 

《緑化の誘導》 

◯店舗の店先など，民地の道路に面するところへの植栽に

より，緑豊かなうるおいのある景観の形成を誘導しま

す。 

秩序と統一感のまちなみ 

味わいのある商店街・親しみやすいまちなみ 

取組方針

と具体的

な取組 

緑-② 

 

取組方針

と具体的

な取組 

緑-① 

 

駅近の商業エリアとしてにぎわいのあるまちなみ景観の形成を

目指します。 

【重複区間・新設区間】 

国３・４・11 号線の街路樹

との緑の連続 

色彩やデザインの工夫によって，まちの活気とにぎわいを創出

し，歩いて楽しいまちなみ形成を図ります。 

にぎわいのまちなみの連続 

《まちなみ景観の誘導》 

◯建築物や看板等の設置については，一定のルールを定め，商業地
のまちなみ景観形成を誘導します。 
・店先のファサードや外壁などの色彩，仕様等に関するテーマや
基準等のルール作りを誘導します。 

・建築物に付帯する屋外広告物の設置位置，形状，大きさ等に関
する基準を定め，周辺と調和した景観形成を図るよう誘導しま
す。 

沿道の緑化を促進し，歩いて楽しい商店街づくり
を誘導します。 

《緑化の誘導》 

◯店舗等の店先や道路側の空間を活用して，季節を感じら

れる民地内の緑化促進を誘導します。 

○国分寺街道のみち（交通規制，幅員構成，形状・デザイ

ン等）については，道路内の緑化にも配慮して検討しま

す。 

目標 

 

目標 

 

取組方針

と具体的

な取組 

緑-③ 

取組方針

と具体的

な取組 

景-③ 

国分寺街道・国 3･4･11号線重複区間エリアの取組 

国 3･4･11 号線新設区間エリアの取組 

国分寺街道区間エリアの取組 

凡例 

壁面の色の彩度 

を低く抑える 

けばけばしい色彩 

は用いない 

建築物全面に彩度の 

高い色彩は使わない 

街路樹との連続した緑 

にぎわいに華を添える緑 

沿道の緑化を誘導し，商店街のにぎわいに華を添える

緑景観の形成を目指します。 

緑化を進め，街路の緑と調和した緑とうるおいのある

まちなみの形成を目指します。 
目標 

 

この地図は，東京都知事の承認を受

けて，東京都縮尺 2,500分の１地形

図を利用して作成したものである。

（承認番号）30都市基交著第 43号  

取組方針

と具体的

な取組 

景-② 

 

目標 

 

取組方針

と具体的

な取組 

景-① 

 

目標 

 

《看板等のデザインの統一化》
看板等のデザインの統一化 
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4. まちづくり方針 安全・安心 

 

検討課題 

【交通について】 

 国分寺街道の危険な状況を改善するため，路線バス等の大型車や通過交通車両を国３・４・

11 号線に移し，国分寺街道を歩行者主体の安全な道路とするための検討が必要です。 

【防災・防犯について】 

 国３・４・11 号線は震災時の緊急輸送道路としての機能を有するため，沿道の防災性を高め

るための検討が必要です。 

 幹線道路沿道は土地利用が高度化されるため，建物の不燃化を促進し，道路空間と建築物の

燃えにくさによる延焼遮断機能の形成について検討する必要があります。 

 道路整備により敷地が小さくなることや狭小敷地での建替えはやむを得ませんが，土地利用

の高度化による土地の細分化や建てづまりは延焼の恐れを増大させるため，それを防ぐため

の検討が必要です。 

【基盤整備について】 

 地区内には道路幅員４ｍ未満の狭あい道路が残っており，災害時の避難や消火活動等に不安

があります。また，推進地区内では，今後，用途地域の変更やそれに伴う建ぺい率や容積率

の変更があり，土地利用の高度化が進みます。それら建築敷地の前面道路の幅員について，

道路幅員を拡幅する等の基盤整備の必要性について検討する必要があります。 

 

 

 

 

協議会の意見 

【交通について】 

 国 3・4・11号線の整備後は，路線バスは国３・４・11 号線を通るべきだ。 

 ぶんバスは，今後も国分寺街道を通るのが良い。 

 旧道となる国分寺街道は，歩行者の安全を確保するために，自動車の流入を防ぐための工夫

が必要だ。また，自動車の速度を抑制する工夫もすべきである。 

【防災・防犯について】 

 防災性の向上のためにブロック塀を規制して生垣やフェンスを誘導することについてルール

化した方がいい。 

 

 
次ページに続く 
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【基盤整備について】 

 狭い敷地に後退させて前面道路を拡幅すると，さらに敷地が狭くなってしまうので，既存の

ルール以上のことをやるのは，かなり厳しいと思う。 

 お鷹の道につながるような道路を地区施設として位置づけて，観光のルートとすることは考

えられる。 

 ネットワークされている生活道路の幅員を６ｍにすると，国 3・4・11 号線ができたときに

通り抜け道路となるおそれがある。基本的には，住民が通行するだけの４ｍ道路のままの方

がいいと思う。 

【その他】 

 道路や店の出入口の段差・傾斜をできるだけなくして，バリアフリー化する。 

 バリアを取除くより，ユニバーサルデザインを意識したまちづくりを考えてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり方針（安全・安心）へ 

 

協議会の意見 続き 
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生活道路としての適正な幅員確保 
《狭あい道路の解消》 
◯まちづくり推進地区内の幅員４ｍ未満の生活道路を４ｍに
することを促進し，推進地区内の住環境の向上や，災害時の
避難路の確保，消防活動等の防災性の強化を図ります。 

歩行者が安全・安心に通行で

きる道路 

まちづくり方針（安全・安心） 

国３・４・11 号線沿道の防災・防犯の機能強化
を図ります。 

《垣またはさくの構造の制限》 

◯民地内の道路に面する場所は垣またはさくの構造の制

限を定め，転倒の危険のあるブロック塀・石積塀を規制

し，国３・４・11 号線の緊急時の輸送・避難道路とし

ての機能強化を図ります。 

◯民地内の道路に面する場所はフェンス等とし，道路から

の見通し確保による防犯性の向上を図ります。 

 

安心して買い物ができる商店街づくり 

沿道建築物の不燃化と防災・防犯性の高いまち 

取組方針

と具体的

な取組 

安-① 

 

取組方針

と具体的

な取組 

安-③ 

 

沿道建築物の不燃化 
国分寺街道・国 3･4･11号線重複区間エリアの取組 

国 3･4･11 号線新設区間エリアの取組 

国分寺街道区間エリアの取組 

凡例 

取組方針

と具体的

な取組 

安-③ 

 

取組方針

と具体的

な取組 

安-② 

 

防災・防犯性の高いまち 

倒壊の危険のあるブロック塀 生垣

・倒壊の危険のあるブロック塀を規制し、生垣、フェンス等
にした場合

防災・防犯性の高いまちの形成を目指します。 

倒壊の危険のあるブロック塀 生垣

・倒壊の危険のあるブロック塀を規制し、生垣、フェンス等
にした場合

倒壊の危険のあるブロック塀 生垣

・倒壊の危険のあるブロック塀を規制し、生垣、フェンス等
にした場合

目標 

 目標 

 

倒壊の危険のあるブロック塀を規制し,生垣, 

フェンス等にした場合 

 

倒壊の危険のあるブロック塀   生垣 

 

この地図は，東京都知事の承認を受

けて，東京都縮尺 2,500 分の１地形

図を利用して作成したものである。

（承認番号）30都市基交著第 43号  

《ユニバーサルデザインを意識した商店街づくり》 
○ユニバーサルデザインに配慮し，道路と民有地が一体となっ
た安全な歩行空間を確保します。 

○店舗等の店先や建築物の建替え時に創出された空間などに
ベンチ等の休憩施設の設置を誘導し，買い物客にやさしい商
店街を形成します。 

安全・安心な歩行空間を確保し，歩きたくなる商店街づく
りを目指します。 

ユニバーサルデザインを意識した道路整備や施設建
築を誘導し，安心して買い物ができる商店街づくりを
誘導します。 

歩行者の安全・安心を確保するため，国分寺街道を通
る自動車の走行速度を抑制する対策を検討します。 

《安全・安心な歩行空間を確保》 
○抜け道利用を防止するため，国分寺街道の出入り口に車両流
入抑制の工夫をします。 

○自動車の走行速度を抑制するため，幅員構成・車道の形状の
変化や通行・速度の規制などのハード，ソフト両面での工夫
をします。 

○歩行空間のゆとりを確保するため，電線類の地中化を検討し
ます。 

 

国３・４・11 号線沿道に火災時の延焼を防ぐ機
能の形成を図ります。 

《沿道建築物の不燃化》 

○道路整備による沿道建築物の建替えの機会を捉え，耐火

性能の高い建築物を沿道に誘導します。 

相互通行（歩車共存道路） 歩行者専用道路一方通行（歩車共存道路）

取組方針

と具体的

な取組 

安-① 

 

ハンプ（凸部） フォルト（狭窄）
スラローム型シケイン

（屈曲部）

Ｚ

相互通行（歩車共存道路） 歩行者専用道路一方通行（歩車共存道路）

相互通行（歩車共存道路） 歩行者専用道路一方通行（歩車共存道路）

建物の密集化の防止に努め，延焼防止を図りま
す。 相互通行 

 

《敷地細分化防止》 

◯敷地面積の最低限度についてのルールを定め，宅地の細

分化を防ぎます。 一方通行 

 

国３・４・11 号線沿道に火災時の延焼を防ぐ機
能の形成を図ります。 

歩行者専用道路 

 

《沿道建築物の不燃化》 

○耐火性能の高い建築物を沿道に誘導します。 

 

ハンプ（凸部） フォルト（狭窄）
スラローム型シケイン

（屈曲部）

Ｚ

ハンプ 

 

国３・４・11 号線沿道の防災・防犯の機能強化
を図ります。 

フォルト 

 

《垣またはさくの構造の制限》 

◯民地内の道路に面する場所は垣またはさくの構造の制

限を定め，転倒の危険のあるブロック塀・石積塀を規制

し，国３・４・11 号線の緊急時の輸送・避難道路とし

ての機能強化を図ります。 

 

シケイン 

 

ハンプ（凸部） フォルト（狭窄）
スラローム型シケイン

（屈曲部）

Ｚ

国３・４・11 号線に通過交通及び公共交通（路線バ
ス）の運行ルートを移行し，周辺道路の安全性の確保
を図ります。 

《路線バスのルートの移行》 
◯路線バスルートを国３・４・11 号線に移すよう協議します。 

国３・４・11 号線に通過交通を集約し，周辺道路の安全
確保を目指します。 

《地域バスのルートの維持》 
○ぶんバス（地域バス）は，地域住民や商業者，利用者等の意
向を把握のうえ，歩行者の安全確保と地域住民の現行の走行
ルートを維持します。 

 

 

取組方針

と具体的

な取組 

安-④ 

 

取組方針

と具体的

な取組 

安-⑦ 

取組方針

と具体的

な取組 

安-⑤ 

取組方針

と具体的

な取組 

安-⑧ 

取組方針

と具体的

な取組 

安-⑥ 

 

沿道建築物の不燃化を誘導し，延焼防止の機能を高め

安心なまちの形成を目指します。 通過交通ルートの移行 目標 

 

目標 

 

防火指定のない地
域：建物の間隔が広
い住宅街などの地域

の場合、火が燃え移
る危険が低く、建物
規模も小さいため、

建物の素材を木造に
してもよい。 

防火地域・準防火地
域：商業地域などの場

合、建物の間隔が狭い
ため延焼の危険が高
く、建物規模が大きく

消防活動もしづらいた
め、燃えにくい素材で
建てなくてはならな

い。 
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5. まちづくり方針 その他良好なまちづくり 

 

検討課題 

【国分寺街道周辺のにぎわいの創出】 

 国分寺街道沿道のかつての商業地のにぎわいの再生を目指し，住民や商業者等と行政が協力

してにぎわいを創出するための取組みの検討が必要です。 

【地域資源の活用】 

 元町用水と国３・４・11 号線が交差する部分については，その対処について，地域住民の

意見を取り入れながら検討する必要があります。 

 魅力ある地域資源を活かしたまちづくりをするための取組みの検討が必要です。 

【地域のネットワーク】 

 幹線道路機能を持つ国３・４・11号線と商業機能を有する国分寺街道の沿道それぞれの持

つ役割がまちの活性化に相乗効果をもたらすよう，地域のネットワークの検討が必要です。 

 

 

 

 協議会での意見 

【国分寺街道周辺のにぎわいの創出】 

 次ページ参照 

【地域資源の活用】 

 緑資源や元町用水や湧水等については，国分寺市の財産として残していくのが良い。 

 国分寺市は，史跡のまちであり，武蔵国分寺跡周辺の観光資源と回遊したまちづくりが望ま

しい。 

 

 

まちづくり方針 

（良好なまちづくり・にぎわいの創出）へ  
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にぎわいの創出について まちづくり方針の考え方と協議会での意見 

【国分寺街道周辺のにぎわいの創出】 

 国分寺街道周辺のにぎわい創出の検討においては，地域住民がどのようなにぎわいを求めて

いるのかについて，明確にし，共有することが重要です。そこで，「国分寺街道周辺にふさ

わしいにぎわい」について懇談会や協議会で意見を収集したところ，次のようなにぎわいが

国分寺街道に求められており，これらをにぎわいの定義として整理しました。 

にぎわいの定義 

１．地域住民のコミュニティを中心とした地域の豊かさによって創出されるにぎわい 

➣ 魅力的な商店街があり，地域住民が日々の買物を楽しむことができる。 

➣ 空き店舗が少なくなり，新たな商店が増え，地域経済が活性化している。 

➣ 商店街にはこくベジや（ブランド化した地場野菜）をこくベジ活かした商品を扱う店があり，選

ぶ楽しみ，買って食べる楽しみがある。 

➣ 地域の大学の学生が地域の活動に積極的に参加し，連携した取組みが実施され，新しい価値を生

み出している。 

➣ 地域の歴史や特性を活かしたイベントの開催が行われている。 

➣ 地域の人が心地良く過ごせるコミュニティの場があり，コミュニティが形成されている。 

２．主に観光客や来訪者が集まることによって創出されるにぎわい 

➣ 観光客のためのおもてなしの拠点が設置され，史跡を訪れる人が国分寺街道に寄って休憩，飲食，

土産物の購入などをし，地域経済が活性化している。 

➣ 何度も訪れたい魅力があり，リピーターが増える。 

➣ 観光客は，歩き，自転車，バス等，様々な交通手段で地域を回遊する観光ルートの選択をするこ

とができ何度も楽しめる。 

➣ 国分寺街道に関する情報が多数発信されていて，受信した人が国分寺街道に興味を持ち，訪れる。 

にぎわい創出の目標と取組 

 これらのにぎわいを創出するために目標を設定し，国分寺街道ならではの個性あるにぎわい

を創出するために，取組は，地域資源を活用するものとしました。 

 

 

 

 

 

 

  

 取組 

《にぎわいの創出の考え方》 

 にぎわいの定義 目標 

(活用資源)  

A.農地・こくベジ B.武蔵国分寺跡  

C.不動橋・一里塚 D.野川・元町用水  

E.住民 F.商店会や町会 G.周辺大学の 

学生の活力 H.空き店舗 Ｉ.周辺の施設 

 

→ → × 
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地域住民のコミュニティを中心とした 

地域の豊かさによって創出されるにぎわい 主に観光客や来訪者が集まることによって創出されるにぎわい 

目標 

 

買い物を楽しむことができる商店街づくりを目指します。 目標 

 

まちづくり方針（良好なまちづくり・にぎわいの創出） 

緑・水辺・歴史的資源を有効活用します。 

《緑・水辺・歴史的資源を有効活用》 

◯史跡や湧水など，魅力資源の積極的なＰＲを推進します。 

○元町用水の環境維持と水辺の景観資源としての有効活用

に努めます。 

 

この地図は，東京都知事の承認を受けて，東京都縮尺 2,500 分の１地形図

を利用して作成したものである。（承認番号）30都市基交著第 43号  

取組 

良-① 

（活用資源：E．住民 F．商店会や町会） 
《地域の歴史や資源と関連したイベントの開催》 
○国分寺街道が歩行者主体の道路となることから，道路を使
った大胆なイベントの開催を支援します。道路空間を活用
したイベントを開催し，まちのキーパーソンの発掘や，地
域住民への買物以外の楽しみの提供，店主と客のコミュニ
ケーションの機会作りを推進します。 

良好な地域コミュニティの形成を目指します。 

（活用資源：E．住民 F．商店会や町会） 
《エリアマネジメントの検討》 
○公共空間の維持管理・活用を担いながら，行政や民間組織
との調整を図るエリアマネジメント組織の導入を検討し
ます。イベント等のまちのにぎわいの担い手をつなぐ組織
作りを進めます。 

（活用資源：E．住民 F．商店会や町会） 
《コミュニティビジネスの支援》 
○身の回りの問題を，地域住民が，人材やノウハウ，施設な
どの地域資源を活かし，ビジネスの手法を用いて自分たち
で解決するコミュニティビジネスの支援を行います。 

（活用資源：C.不動橋・一里塚） 
《来訪者へのおもてなし拠点の設置》 
○不動橋付近をエリアの拠点に位置付け，観光のおもてな
し拠点をつくります。 

観光客が国分寺街道に寄りたくなる魅力をつくります。 

取組 

に-① 

（活用資源：A.農地・こくベジ B.武蔵国分寺跡 
D.野川・元町用水 Ｉ.周辺の施設 ） 

《散策コースの検討》 
○史跡等，周辺地域の観光資源や個性的な店舗等と国分寺
街道を回遊する散策コースを複数用意し，観光客が目的
や好みにより選択でき，何度も楽しめるようにします。 

（活用資源：A.農地・こくベジ B.武蔵国分寺跡 
D.野川・元町用水 Ｉ.周辺の施設 ） 

《シェアサイクルの検討》 
○周辺地域の観光資源を周遊する，ワンウェイ（各拠点に
乗り捨て可能）なシェアサイクルの基地の設置について
検討します。観光や買い物の利便性を高めるための拠点
などについて研究をすすめます。 

（活用資源：F.商店会や町会 G.周辺大学の学生の活力） 
《情報発信の促進》 
○地域の担い手（商店街や周辺地域の大学生）により，多
様な媒体でわかりやすい情報発信を行います。 

国分寺街道の魅力を知ってもらうための情報発信を

します。 

（活用資源：A.農地・こくベジ） 
《こくベジプロジェクトとの連携》 
○農園を活用した体験プログラムや講座を地域の農家，店
舗，行政，団体などで連携して実施したり，育てた野菜を
そこで調理しその場で味わえるよう国分寺街道沿いに提
携するシェアキッチン兼食堂を造ったりするなどの民間
プロジェクトを支援します。 

○国分寺街道が歩きやすい道となることから，道路空間を活
かし，こくベジをはじめとした旬の食材を販売するマルシ
ェイベントを開催し，人々のにぎわいを生みだします。 

（活用資源：G.周辺大学の学生の活力） 
《周辺地域の大学と連携した取組への支援》 
○周辺地域の大学生と連携し，こくベジを使った地域の名産
品になるような商品の開発や，地域の学生が学びの一環と
してチャレンジショップに取組むことを支援し，学生が地
域へ入っていくためのきっかけづくりを進めます。 

（活用資源：H.空き店舗） 
《空き店舗の利活用》 
○空き店舗オーナーが事業者へ貸し出したくなるよう，オー
ナーが手間を掛けずに安く貸し出せるマッチングの仕組
み創設の検討や，リノベーションスクールの開設等を支援
します。 

史跡武蔵国分寺跡周辺エリア 

史跡や湧水など市の魅力資源をまちづくりに活かします。 

周辺との連携 

《国３・４・11 号線と国分寺街道の連絡強化》 

◯幹線道路機能を持つ国３・４・11 号線と商業機能を有

する国分寺街道の沿道それぞれの道路の持つ役割が，ま

ちの活性化に相乗効果をもたらすよう，２本の道路を東

西に繋ぐ国３・４・１号線の一部を国３・４・11 号線

整備に合わせて整備します。 

 

取組 

に-② 

取組 

に-③ 

取組 

に-④ 

取組 

良-② 

取組 

に-⑤ 

取組 

に-⑥ 

取組 

に-⑦ 

取組 

に-⑧ 

取組 

に-⑨ 

取組 

に-⑩ 

目標 

 

目標 

 

目標 

 

 

C.不動橋・一里塚 

 

D.元町用水 

B.武蔵国分寺跡 お鷹の道 

 

A.こくベジを扱う野菜直売所 
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第５章 

実現化の方策 
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第５章 実現化の方策 

1. 取組の実施時期 

 本地区のまちづくりは，国３・４・11 号線の整備に併せて進めるものであり，国３・４・

11 号線の整備の前後でまちの姿は大きく変貌を遂げるものと想定されます。また，地区の

まちづくりの取組は，整備後も長期的な展望を持ち，各エリアのまちづくりの方向性に示す

「史跡と調和し，安全・安心で住みやすい住宅環境のまちづくり」「歩いて身近なショッピ

ングとにぎわいが楽しめるまちづくり」「駅近であるメリットを活かした住商両立のまちづ

くり」を目指し，取組を持続していくことが重要です。 

 このことから，本地区のまちづくりの実現に向けて，国３・４・11 号線の整備の前後によ

る段階的な取組の実施時期の考え方を次のとおりとし，長期的なまちづくりを展開していき

ます。 

  

国３・４・11 号線 

の整備 

段階的な取組の実施時期の考え方 

都市計画の運用 
地域市民等による 

まちづくりルール 

にぎわい創出 

国分寺街道の安全安心 

 

 

 

 

整備前 

（現在から供用開

始まで：短期的な

まちづくり） 

○まちづくりを道路整

備に併せて積極的に

進めていくため，用

途地域や地区計画な

どの都市計画を，国

３・４・11 号線の整

備前に決定・変更し

ます。 

 ○空き店舗対策やにぎ

わい創出など，国分

寺街道周辺エリアに

おける当面の課題解

決に向けた取組を進

めます。 

○まちづくりの担い手

の育成に向けた取組

を進めます。 

○国分寺街道のみちづ

くりの検討を進めま

す。 

 

 

 

 

整備後 

（供用開始後： 

中長期的なまち

づくり） 

○都市計画法に基づ

き，土地利用等を適

正に規制誘導しま

す。 

○本まちづくり計画を

基に，市民等による

ルールづくりが実施

されるよう，市民主

体のまちづくりの活

動を支援します。 

○公共交通や車両など

の交通処理を変更し

ます。 

○安全・安心な国分寺

街道へ向けての取組

を始めます。 

○国分寺街道周辺エリ

アのにぎわい創出を

展開していきます。 

 

 

 

 

 

  行政と市民の協働・企業や関係団体との連携により 
総合的なまちづくりを確立します。 
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2. 取組の実現化プログラム 土地利用 

 

目標 取組方針 

対象エリア   実施時期 実施主体 

備考 新設 
区間 

国分寺
街道 

重複 
区間 

具体的な取組 想定される手法 国３・４・11号線 

市民 市 その他 
  整備前 整備後 

立地の優位性を活かし

た活気のあるまち 

 

商と住の両立 

   （修正） 

地域の活性化に寄与す

る，低層階への商業・

業務施設の集積を目指

す 

  ●  建物用途の誘導 

・中高層の建築物の立地，店舗・

施設，業務系施設等の立地を誘

導 

・沿道の建築物の１階部分または

低層階に店舗・事業所などを誘

導，中高層階には住宅等を誘導

【再確認】 

・用途地域の維持 

・地区計画 

・まちづくりと並

行した経済振

興・商業活性化

等に関する事

業等による取

組 

● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

 ・各種中小企業支

援制度の活用 

良好な住宅環境の形成 良好な住環境の保全と

幹線道路沿道にふさわ

しい土地利用のバラン

スに配慮した用途地域 

 

●    建物用途の誘導 

・戸建・中層マンションを主体と

し，生活利便性向上のための施

設等が立地できる用途地域に

変更 

・用途地域の 

見直し 

● 

見直し 

 

 

運用 

 ● 

見直し 

  

土地の細分化を防ぎ，

ゆとりある土地利用を

維持 

●    敷地細分化防止 

・敷地面積の最低限度のルールを

定める【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

  

地域から愛される商店

街 

       （修正） 

利便性の高い商店街を

目指す 

 ●   建物用途の誘導 

・国分寺街道沿道への日常生活に

必要な店舗，観光客等の需要に

応える店舗等の立地を誘導 

・商店街への立地が相応しくない

と考えられる用途，業種の規制 

・沿道の建築物の１階部分または

低層階に店舗・事業所などを誘

導【再確認】 

・用途地域の維持 

・地区計画 

・まちづくりと並

行した経済振

興・商業活性化

等に関する事

業等による 

取組 

● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

 ・各種中小企業支

援制度の活用 

ゆとりある歩行・買い物

空間の創出 

 ●   ゆとりある歩行買物空間の 

創出 

・建築物等の建替え時に，道路境

界線から民地側に，壁面の後退

を誘導 

・地区計画 

 

 

 

● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

  

・店先空間を有効活用するための

ルールづくり 

・地域市民等によ

るルールづく

り 

 ● 

ルール 

づくり 

● 

ルールづ

くり 

○ 

支援 

 ・商店会など市民

主体のガイドラ

イン作成 

沿道の後背地の良好な

住環境の維持 

 ● ● ●  良好な住環境の維持 

・戸建て住宅を主体とした良好な

環境を維持 

・用途地域の維持 ● 

 

 

 

運用 

 ● 

運用 

  

 

 

 

※実施主体 市 民：居住者や企業・商店を含む。 

      事業者：開発事業者を指す。 

      その他：東京都や警察などの関係団体を指す。 

※土-〇：土地利用に関する取組 

土-① 

土-② 

土-③ 

土-④ 

土-⑤ 

土-⑥ 

（修正案）・建築物の建替え時に，

道路境界線から民地側に，公共

性の高い空地を誘導 

（修正案）中層住宅を主体

とした良好な住環境の形成 

 
（修正案）中層住宅 

（修正） 

・○遵守を削除 

・事業者の欄を削除 

※まちづくり方針（土地利用）・・・P.35 

（修正案） 

・まちづくり条例の

運用 
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3. 取組の実現化プログラム 緑・景観 

 

目標 取組方針 

対象エリア 具体的な取組  実施時期 実施主体 

備考 新設 
区間 

国分寺
街道 

重複 
区間 

  想定される手法 国３・４・11号線 

市民 市 その他 
  整備前 整備後 

緑とうるおいのあるま

ちなみの形成 

国３・４・11 号線の街

路樹との連続した緑の

景観形成 

●  ●  緑化の誘導 

・民地内の緑化促進【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

 

運用 

 ● 

策定 

● 

助成 

 ・生垣緑化助成制

度の活用 

商店街のにぎわいに華

を添える緑景観の形成 

沿道の緑化を促進し，

歩いて楽しい商店街 

 ●   緑化の誘導 

・民地内の店先や道路沿いに緑化

を促進するとともに道路内の緑

化も検討 

・地域市民等によ

るルールづく

り 

 ● 

ルール 

づくり 

 

 

● 

ルール 

づくり 

 

  ・商店会など市民

主体のガイドラ

イン作成 

・交通機能及び歩

行空間確保のう

え，道路内緑化

の可能性を検討

する 

にぎわいのあるまちな

み景観の形成 

色彩やデザインの工夫

により歩いて楽しいま

ちなみ形成 

  ●  まちなみ景観の誘導 

・建築物や看板等の色彩・規模等

のルールづくり【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

 

  

落ち着いた色合いのま

ちなみ景観の形成 

秩序と統一感のある良

好なまちなみ形成 

●    まちなみ景観の誘導 

・建築物や看板等の色彩・規模等

のルールづくり【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

 

  

国分寺街道の歴史と文

化を感じる親しみやす

いまちなみ景観の形成 

現在の味わいある商店

街の雰囲気を活かした

まちなみ形成 

 ●   まちなみ景観の誘導 

・統一感のある沿道のデザインコ

ンセプトづくり 

・店先づくりのルール化 

・屋外広告物の色彩，規模等のル

ール化 

・地域市民等によ

るルールづく

り 

 

 ● 

ルール 

づくり 

 

● 

ルール 

づくり 

 

  ・商店会など市民

主体のガイドラ

イン作成 

 

 

※実施主体 市 民：居住者や企業・商店を含む。 

      事業者：開発事業者を指す。 

      その他：東京都や警察などの関係団体を指す。 

※緑-〇：緑に関する取組 
景-〇：景観に関する取組 

緑-② 

緑-① 

緑-③ 

景-② 

景-③ 

景-① 

（修正） 

・○遵守を削除 

・事業者の欄を削除 

※まちづくり方針（緑・景観）・・・P. 39 
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4. 取組の実現化プログラム 安全・安心 

 

目標 取組方針 

対象エリア   実施時期 実施主体 

備考 新設 
区間 

国分寺
街道 

重複 
区間 

具体的な取組 想定される手法 国３・４・11号線 

市民 市 その他 
  整備前 整備後 

延焼防止の機能を高め

安心なまちの形成 

沿道建築物の不燃化 ●  ●  沿道建築物の不燃化 

・準防火地域の指定により，耐火

性能の高い建築物を沿道に誘

導 

・準防火地域の指

定 

● 

指定 

 

 

運用 

 ● 

指定 

 

  

土地の細分化による建

物の密集化を防止し，

延焼を防ぐ 

●    敷地細分化防止 

・敷地面積の最低限度のルールを

定める【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

 

  

防災・防犯性の高いまち 国３・４・11 号線沿道

の防災・防犯の機能強化 

●  ●  垣またはさくの構造の制限 

・ブロック塀・石積塀の規制，フ

ェンス等による見通し確保 

【再確認】 

・地区計画 ● 

策定 

 

 

運用 

 ● 

策定 

● 

助成 

 ・ブロック塀撤去

助成制度の活用 

周辺道路の安全確保 路線バスの運行ルート

を移行 

●    路線バスルートの移行 

・路線バスルートを国３・４・

11 号線に移すよう協議  

・バス会社，府中

市及び東京都

と協議 

○ 

協議 

● 

移行 

 

 ○ 

協議 

● 

バス会社 

 

 

地域の足を確保  ●   地域バスルートの維持 

・利用者の意向を把握の上，歩行

者の安全と地域住民の生活の

利便性に配慮し，現行のバスル

ートを維持 

・庁内関連部署と

の調整・協議 

● 

調整 

  ● 

調整 

  

生活道路としての適正

な幅員確保     

 ● ● ●  狭あい道路の解消 

・地区内の幅員４ｍ未満の生活道

路を 4ｍにすることを促進 

・建築基準法 42

条 2 項道路 

● 

 

  ● 

指導 

  

歩きたくなる商店街 ユニバーサルデザイン

を意識した商店街づく

り 

 ●   ユニバーサルデザインを意識

した商店街づくり 

・道路と民有地が一体となった安

全な歩行空間の確保 

 

・バリアフリー法

及び東京都福

祉のまちづく

り条例等の運

用 

● 

 

 

運用 

 ● 

運用 

 

  

・店先空間への休憩施設の設置を

誘導 

・地域市民等によ

るまちづくり

の取組 

 ● 

取組 

● 

取組 

  ・商店会など市民

主体のガイドラ

イン作成 

安全・安心な歩行空間を

確保 

 ●   安全・安心な歩行空間を確保 

・国分寺街道を通る自動車交通量

と走行速度を抑制 

 

・交通管理者・道

路管理者との

交通規制に関

する調整・協議 

・道路整備事業等 

● 

検討 

協議 

 

● 

整備 

 ● 

検討 

協議 

整備 

 

 ・交通規制に関し

ては交通管理者

と協議 

・社会実験（施策

の導入に先立っ

て道路空間の多

目的利用を図る

実験） 

・電線地中化の検討  ● 

検討 

 ● 

検討 

  

※まちづくり方針（安全・安心）・・・P. 43 

※安-〇：安全・安心に関する取組 

安-① 

安-① 

安-③ 

安-③ 

安-② 

安-④ 

安-⑤ 

安-⑥ 

安-⑦ 

安-⑧ 

※実施主体 市 民：居住者や企業・商店を含む。 

      事業者：開発事業者を指す。 

      その他：東京都や警察などの関係団体を指す。 

（修正） 

・○遵守を削除 

・事業者の欄を削除 
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5. 取組の実現化プログラム その他良好なまちづくり 
 

目標 取組方針 

対象エリア 具体的な取組  実施時期 実施主体 

備考 新設 
区間 

国分寺
街道 

重複 
区間 

  想定される手法 国３・４・11号線 

市民 市 その他 
  整備前 整備後 

市の魅力資源をまちづ

くりに活用 

       （修正） 

緑・水辺・歴史資源を

有効活用 

●    緑・水辺・歴史的資源を有効活用 
・史跡や湧水など魅力資源の積極的

なＰＲを推進 

・国分寺の魅力発

掘・発信事業と連

携した取組 

●   ●   

・もとまち用水の環境維持と水辺の

景観資源の積極的な活用 
・用水が国３・４・11

号線と重なる部分

は，道路整備に伴

い道路外に付替 

●   ● 
調整 

 ・用水の付替は，可

能な限り開渠とす

る 

国３・４・11 号線と国

分寺街道の連携強化 

● ●   ・国分寺街道と国３・４・11 号線

をつなぐ国３・４・１号線の一部

区間の整備 

・道路整備 ● 
事業化 

● 
供用開始 

 ● 
整備 

  

観光客が国分寺街道に

寄りたくなる魅力づく

り 

  ● ●  来訪者へのおもてなし拠点の整
備 

・観光案内等の拠点

を整備 

 ●  ● 
整備 

  

● ● ●  散策コースの検討 
・多世代が楽しめる複数の散策コー

スの検討及び情報発信 

・国分寺の魅力発

掘・発信事業と連

携した取組 

●   ● 
検討 
発信 

● 
観光 
協会 

 

● ● ●  シェアサイクルの検討 
・シェアサイクルの効果的な利用に

向けた研究と導入の取組 

・観光事業と連携し

た取組 

●   ● 
導入 

  

国分寺街道の魅力を知

ってもらう 

 ● ● ●  情報発信の促進 
・地域の担い手による複数のソーシ

ャルメディアを用いた情報の発

信 

・国分寺の魅力発掘・

発信事業と連携し

た取組 

● ● ● 
発信 

● 
発信 

● 
観光 
協会 

 

買物を楽しむことがで

きる商店街 

  ● ●  こくベジプロジェクトとの連携 
・農業体験と連携した体験イベント

等を行う人材の育成 

・官民連携まちづく

り事業による 

人材育成等取組 

●  ● 
実施 

● 
人材 
育成 

  

 ● ●  周辺地域の大学と連携した取組
への支援 
・周辺大学の学生と連携し，まちの

名産品開発やチャレンジショッ

プ運営等，連携した事業を実施 

・大学との地域連携

協定 

●  ● 
実施 

● 
連携 

 

 ・東京経済大学・国

分寺地域連携推進

協議会など 

 ● ●  空き店舗の利活用 
・リノベーションスクール等，実施

する人材の育成 

・官民連携まちづく

り事業による 

人材育成等取組 

●  ● 
実施 

● 
人材 
育成 

  

良好な地域コミュニテ

ィの形成 

  ●   地域の歴史や資源と関連したイ
ベントの開催 
・道路空間を活用した地域の歴史資

源や観光資源を活用したイベン

ト等の実施 

・社会実験  ● ● 
実施 

   

 ● ●  エリアマネジメントの検討 
・公共空間の維持管理や活用及びイ

ベント等にぎわいを創出するま

ちづくりの担い手の育成 

・官民連携まちづく

り事業による 

人材育成等取組 

●  ● 
実施 

● 
人材 
育成 

  

 ● ●  コミュニティビジネスの支援 
・地域の課題を解決するコミュニテ

ィビジネスの担い手の育成と実施

支援 

・官民連携まちづく

り事業による 

人材育成等取組 

●  ● 
実施 

● 
人材 
育成 

  

 

※まちづくり方針（その他良好なまちづくり）・・・P. 47 

※良-〇：良好なまちづくりに関する取組 
に-〇：にぎわいの創出に関する取組 

※実施主体 市 民：居住者や企業・商店を含む。    
      事業者：開発事業者を指す。 
      その他：東京都や警察などの関係団体を指す。 

に-① 

に-② 

に-③ 

に-⑤ 

に-⑥ 

に-⑦ 

に-⑧ 

に-⑨ 

に-⑩ 

に-④ 

良-① 

良-② 

（修正）・事業者の欄を削除 
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6. まちづくり計画施策一覧図 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜にぎわいの創出＞ 

に-② 散策コースの検討 

に-③ シェアサイクルの検討 

に-④ 情報発信の促進 

に-⑤ こくベジプロジェクトとの連携 

に-⑥ 周辺地域の大学と連携した取組 

に-⑦ 空き店舗の利活用 

に-⑧ 国分寺街道の道路空間を利用し，地域の歴史や

資源と関連したイベントの開催 

に-⑨ エリアマネジメントの検討 

に-⑩ コミュニティビジネスの支援 

ぶんぶんウォーク（イベント） 

整備前 

整備前 

整備前 

整備前 

整備前 

整備前 

整備後 

整備前 

整備前 

＜にぎわいの創出＞ 

に-① 来訪者への 

おもてなし 

拠点の設置 

＜新設区間エリア＞ 

都市計画の手法によるまちづくり 

土-② 建物用途の誘導 

土-③・安-② 敷地細分化防止 

緑-② 緑化の誘導 

景-② まちなみ景観の誘導 

安-① 沿道建築物の不燃化 

安-③ 垣又はさくの構造の制限 

整備前 

この地図は，東京都知事の承認を受けて，東京都縮尺 2,500分の１地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30都市基交著第 43号  

＜沿道の後背地＞ 

土-⑥ 良好な住環境の維持 

＜地区内道路＞ 

安-⑥ 狭あい道路の解消 

整備前 

整備前 

＜良好なまちづくり＞ 

良-① 緑・水辺・歴史的資源を 

有効活用 

整備前 

不動橋 

武蔵国分寺跡

後い 

元町用水 

＜良好なまちづくり＞ 

良-② 国３・４・１号線の一部 

区間の整備 

整備後 

国分寺街道のみちづくり 

安-⑦ ユニバーサルデザインを意識した商店街づくり 

安-⑧ 安全・安心な歩行空間を確保 

整備後 

整備前 ＜重複区間エリア＞ 

都市計画の手法によるまちづくり 

土-① 建物用途の誘導 

緑-① 緑化の誘導 

景-① まちなみ景観の誘導 

安-① 沿道建築物の不燃化 

安-③ 垣又はさくの構造の制限 

 

地域市民等によるルールづくり 

緑-③ 緑化の誘導 

景-③ まちなみ景観の誘導 

 

＜バスルート＞ 

安-④ 路線バスのルートは国 3･4･11 号線に移行 

安-⑤ 地域バスのルートは現行ルートを維持 

 

整備後 

＜国分寺街道区間エリア＞ 

都市計画の手法によるまちづくり 

土-④ 建物用途の誘導 

土-⑤ ゆとりある歩行・買い物空間の創出 

 

整備前 

整備後 整備前 
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7. 取組の効果的な推進に向けて 

1） 協働によるまちづくり 

 まちづくりの実現にあたっては，市民，事業者，行政等がまちづくりに関わるそれぞれの役

割を認識し，良好なパートナーシップにより互いに協力し合う“協働によるまちづくり”を進め

ていくことが重要です。 

 

まちづくりに関わる各主体の役割 

1. 市民の役割 

〈地権者・地区内居住者〉 

○まちづくりの取組への積極的な参加，協力 

○まちづくりルールの遵守 など 

〈地元商店会，商業者等〉 

○商店会等の組織活動の維持 

○市民団体，民間企業，ＮＰＯ，大学などとの活動の連携 

○にぎわい創出への積極的な取組 

○まちづくりルールの検討，策定 など 

2. 事業者（開発事業者） 

○まちづくりルールの遵守 など 

3. 行政の役割（国分寺市） 

○住民主体のまちづくり活動・取組への支援，まちづくり活動を行う人材の育成 

○市民団体，民間企業，ＮＰＯ，大学などとの活動の連携 

○まちづくりルールの策定，運用の支援 

○まちづくり情報の提供 

○関係機関への要請，調整 

○道路，広場等の公共施設の改善 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働によるまちづくりのイメージ 
 
 

  

協働による 

まちづくり 

市民 
〈地権者・地区内居住者〉 
〈地元商店会・商業者〉

の役割 
 

事業者(開発事業者) 

の役割 

 

行政（国分寺市） 

の役割 

 

市民団体，民間企業，

ＮＰＯ，大学など 

 

活動の連携 

活動の連携 

活動の連携 
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2） 住民らが主体となるまちづくり組織体制の確立 

 地区のまちづくりは，地区にどのような課題があるかを把握し，その課題解決やまちづくり

の方向性の実現に向けて，地域の住民や商業者等が主体となって考え，一体で取組んでいく

ことが重要です。 

 そのため，地区における各種取組について総合的に検討協議する場になるとともに，まちづ

くりを総括的に管理していく組織体制を確立することが望まれます。また，将来的には，地

域のまちづくりのルールを定めるとともに，ルールに基づくまちづくりのコントロールや商

店街のにぎわいの創出，緑・景観づくりの誘導，安全安心への取組などを主導していく，エ

リアマネジメントを実践していく組織づくりへの発展を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民らが主体となるまちづくり組織体制のイメージ 

 

  

住民らが主体となるまちづくり組織体制 

 

【市民】 

○地区内居住者 

○地権者 

○町内会 など 

【関係団体】 

○商店会 

○ＮＰＯ 

○企業 など 

住民等主体のメンバー 

 

【オブザーバー 

・運営支援】 

○国分寺市 

○大学 

○金融機関 など 

主な機能・活動 

◆まちづくりのルールの検討，作成 

◆ルールによるまちづくりのコント

ロール 

◆にぎわいの創出，商店街の活性化へ

の取組 

◆緑・景観づくりの誘導への取組 

◆安全・安心への取組 

◆空き家・空き店舗の管理・活用 

・・・・・ 

エリアマネジメントの展開 
（まちづくりの持続） 
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3） 各種分野の連携によるにぎわいづくり 

 地区のにぎわいづくりは，まちづくり・都市計画の分野のみでの実現は困難であり，産業振

興や観光，教育文化，交通対策などの各種の分野に渡って展開していくことが求められます。 

 このことから，庁内おける各分野の所管課の有する情報等を共有化するとともに，それぞれ

が取り組んでいる事業や助成制度等を有効に活用していけるよう，庁内や公的な機関等との

連携を図りながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種分野の連携によるにぎわいづくりのイメージ 

こくベジ 

・農業支援 

 

文化・教育 

 

空き店舗活用 

 

道路管理 

 大学との連携 

 

史跡・歴史 

商店街活性化 

 

コミュニティ 

・ビジネス 

 起業支援 

チャレンジショップ 

 

高齢者 

・子育て支援 

 

 
国分寺街道周辺の 
にぎわいづくり 
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 参考資料 

 



66 

 

参考資料 

1. まちづくり協議会設置要綱 

 

国分寺街道及び国３・４・11号線周辺まちづくり協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 国分寺街道及び国３・４・11号線周辺地区（国分寺市まちづくり条例（平成16年条例第18

号。以下「条例」という。）第20条（まちづくり推進地区の指定等）第１項に規定するまちづくり

推進地区として平成29年告示第30号により公告された地区をいう。以下同じ。）について，条例

第21条（推進地区まちづくり協議会）第１項の規定に基づき，国分寺街道及び国３・４・11号線

周辺まちづくり協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（任務） 

第２条 協議会は，国分寺街道及び国３・４・11号線周辺地区の推進地区まちづくり計画（条例第

12条（まちづくり計画）第１項第４号に規定する推進地区まちづくり計画をいう。）の案の策定に

関し，次に掲げる事項について検討し，その結果を市長に報告する。 

 (1) 土地利用に関する事項 

 (2) 緑・景観形成に関する事項 

 (3) 安全で安心なまちづくりに関する事項 

 (4) その他良好なまちづくりの推進に関する事項 

（組織） 

第３条 協議会は，次に掲げる委員18人以内をもって組織する。 

 (1) 公募により選出された市民 ２人以内 

 (2) 国分寺街道及び国３・４・11号線周辺地区に関係する自治会又は町内会の推薦を受けた者 ６

人以内  

 (3) 国分寺街道及び国３・４・11号線周辺地区及び周辺の商店会の推薦を受けた者 ３人以内 

 (4) 識見を有する者 ３人以内 

 (5) 市の職員 ４人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は，第２条の推進地区まちづくり計画の決定をもって終了する。 

２ 委員が欠けたときは，後任の委員を補充することができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 
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（会議） 

第６条 協議会の会議は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによ

る。 

（意見の聴取等） 

第７条 協議会は，会議の運営上必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，そ

の意見を聴き，又は委員以外の者に対し，資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，まちづくり部まちづくり推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成 29 年４月１日から施行する。  
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2. まちづくり協議会委員名簿 

（平成 29 年度） 

 

                                        （敬称略） 

役 職 氏  名 所 属 等 区分 

会 長 宮下
みやした

 清
きよ

栄
え

 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 教授 ４号 

副会長 江
え

守
もり

 央
ひさし

 日本大学 理工学部 交通システム工学科 助教 ４号 

委 員 髙
たか

島
 しま

 成
せい

三郎
さぶろう

 公募市民 １号 

和田
 わだ

 淳
あつし

 公募市民 １号 

小笠原
 おがさはら

 鐵
てつ

治
はる

 南町二丁目町会  ２号 

豊田
とよだ

 淳子
じゅんこ

 国分寺南口町会  ２号 

原
はら

 俊男
としお

 元町親交会  ２号 

本多
ほんだ

 隆
たかし

 元町自治会  ２号 

本多
ほんだ

 勝
まさる

 元町自治会  ２号 

森下
もりした

 和仁
かずひと

 元町親交会  ２号 

小林
こばやし

 治
おさむ

 国分寺駅南口商店会  ３号 

平岡
ひらおか

 実
みのる

 東元町商店会  ３号 

吉越
よしこし

 啓
ひろ

隆
たか

 国分寺南栄商店会  ３号 

長島
ながしま

 剛
つよし

 多摩信用金庫 価値創造事業本部 地域連携支援部長 ４号 

水越
みずこし

 寿
とし

男
お

 

 

国分寺市政策部長 ５号 

小川
 おがわ

 恵一郎
けいいちろう

 国分寺市市民生活部長 ５号 

中村
なかむら

 秀雄
ひでお

 

 

国分寺市まちづくり部長 ５号 

大澤
おおさわ

 康雄
やすお

 国分寺市建設環境部長 ５号 

  

※ 1号委員：公募により選出された市民 

2号委員：自治会又は町会の推薦者 

3号委員：商店会の推薦者 

4号委員：識見を有する者 

5号委員：国分寺市の職員 
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（平成 30 年度） 

 

                                        （敬称略） 

役 職 氏  名 所 属 等 区分 

会 長 宮下
みやした

 清
きよ

栄
え

 法政大学 デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 教授 ４号 

副会長 江
え

守
もり

 央
ひさし

 日本大学 理工学部 交通システム工学科 准教授 ４号 

委 員 髙
たか

島
 しま

 成
せい

三郎
さぶろう

 公募市民 １号 

 和田
 わだ

 淳
あつし

 公募市民 １号 

小笠原
 おがさはら

 鐵
てつ

治
はる

 南町二丁目町会  ２号 

豊田
とよだ

 淳子
じゅんこ

 国分寺南口町会  ２号 

原
はら

 俊男
としお

 元町親交会  ２号 

本多
ほんだ

 隆
たかし

 元町自治会  ２号 

本多
ほんだ

 勝
まさる

 元町自治会  ２号 

森下
もりした

 和仁
かずひと

 元町親交会  ２号 

小林
こばやし

 治
おさむ

 国分寺駅南口商店会  ３号 

平岡
ひらおか

 実
みのる

 東元町商店会  ３号 

吉越
よしこし

 啓
ひろ

隆
たか

 国分寺南栄商店会  ３号 

川口
かわぐち

 幸子
ゆきこ

 多摩信用金庫 価値創造事業本部 地域連携支援部長 ４号 

塩野目
しおのめ

 龍一
りゅういち

 国分寺市政策部長 ５号 

小川
 おがわ

 恵一郎
けいいちろう

 国分寺市市民生活部長 ５号 

藤原
ふじわら

 大
まさる

 国分寺市まちづくり部長 ５号 

大澤
おおさわ

 康雄
やすお

 国分寺市建設環境部長 ５号 

  

※ 1号委員：公募により選出された市民 

2号委員：自治会又は町会の推薦者 

3号委員：商店会の推薦者 

4号委員：識見を有する者 

5号委員：国分寺市の職員 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市 まちづくり部 まちづくり推進課 

〒185-8501 国分寺市戸倉１丁目６番地１  電 話 番 号：042-325-0111（内線456） 

E - m a i l：machisuishin@city.kokubunji.tokyo.jp 

発 行 

◎国分寺街道及び国 3・4・11 号線周辺まちづくりに関する情報は，市のホームページにも

掲載しています。 

市ホームページ，サイト内検索で 国 3・4・11 と入力して検索してください。 

◎また，右記の QR コードからも国分寺市のサイトにアクセスできます。 

 

 


